
今年限りの「Ｒ６定額減税」（制度概要は２月号に掲載 

していますので弊社ＨＰにてご覧ください）を行うために 

従業員に記入してもらう用紙（定額減税のための申告書） 

の様式案が国税庁から発表されました。現時点では（案） 

であること・詳細の正確性よりも分かり安さを優先すること 

をご理解のうえ、以下の説明をご覧ください。 

 必要用紙は２種類で、一つ目は必ずご記入いただくも 

ので、二つ目は任意に使用すればよいものです。 

【 二つ目（会社で任意に作成すればよいもの） 】 

 二つ目を先にご説明します。これは従業員毎に行う定額減税を間違えることなく計算するための用紙です。例えば定

額減税額が３万円の従業員がいるとします。この従業員の月々の給与から通常控除される源泉所得税が１万円の場合、

３か月に渡って減税を行うことになります。それを正確に把握するための用紙です。会社独自の表で行っても良いので

すが、国税庁から用意されているものは以下の様式（案）になります。 

【 一つ目（必ずご記入いただくもの） 】 

 定額減税をいくら行うか把握する用紙です〔（本人＋扶養家族人数）×３万円〕。年末調整時にご記入いただいた 

「扶養控除申告書」から把握してもよいのですが、扶養控除申告書を記入した時点から扶養家族人数に変更があると

いけません。現時点（令和６年の年末時点）で何人の扶養家族がいるかを正確に把握し、令和６年の年末調整で  

「約３万円の不足金」が生じてしまうのを避けることが重要です。 

 以下「定額減税のための申告書」の赤枠で扶養家族の氏名・マイナンバー・生年月日・住所を把握し、青枠で扶養家

族の年間所得（見積額）を把握します。配偶者・その他の扶養親族ともに年間所得金額４８万円以下（給与収入１０３

万円以下）の方が定額減税の対象人数になります。 
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（注）扶養範囲内（年収１０３万円以下）を目指して働いている方の所得が意図せずオーバーしてしまい、年末調整時

に“多額の不足金”が発生してしまうかも知れません。予め従業員の皆さんにその旨を周知しておくと良いでしょう。 

上記の用紙は「定額減税 様式」で検索すると国税庁サイトからダウンロードできます。様式が変更になる可能性はあるとの

事ですので随時ご確認ください。６月支給の給与から実施される予定ですので今から準備しておくと良いでしょう！

住民税（特別徴収・普通徴収とも）の定

額減税は、役所側で計算のうえ通知書

が届く予定ですので、皆さんは通知書に

従って天引き等すれば結構です。 

（ 追伸 ） 

確定申告の時期でございます。ほとんどの顧問先様の納税は振替納税（口座引落）ですので、振替日の前日には残高確保をお願いします。 

残高不足の場合引落不可で罰金が発生してしまいます。 


